
請求後

３０日以内に

翌月の

１０日までに

【説明】 ※実施要綱に定める代行申請者

認 定 等

　安否確認が必要であり，かつ栄養改善の必要性が認められる者対象要件

　障がい者で必要と認められる者。  （６５歳未満の家族との同居は原則不可）

　事業対象者，要支援・要介護認定者

利用回数 　１日１食（昼食または夕食）で，月曜日から日曜日まで

※６５歳未満
との同居者
は除く

その他の
サービスを検討

包括・居宅・小規模

情報提供書
（検査料は自己

負担とする）

申出書類

決定
（決定通知書

を送付）

○利用申出書
○基本情報
○情報提供書
○介護予防サービス・支援
計画書

変更

利用者
（本人） 配

食
サ
ー

ビ
ス

廃止

継続
概ね６か月毎の利用
調整（利用者の状態
等を定期的に確認
し，高齢者支援課に
報告。受託機関に情
報提供。）

※６５歳未満
との同居者
は除く

要介護認定者

介
護
保
険
の
認
定
あ
り

非該当者

更新申請
（変更・介護新
規申請も含む）

６
５
歳
以
上
の
高
齢
者

介
護
保
険
の
認
定
な
し

基本チェック
リスト

事業対象者
に該当

非該当者

介護保険
新規申請

要支援認定者

要介護認定者

※６５歳未満
との同居者
は除く

要支援認定者

全
年
齢

情報提供書

申出書類

決定
（決定通知書

を送付）

○利用申出書
○情報提供書
○手帳の写し

障がい者

（障がい者手帳
　所持者）

・小規模…小規模多機能型居宅介護

配食
事業者

配食
事業者 配食事業者

2025年4月1日
  福山市「食」の自立支援事業（配食サービス）フロー図

　６５歳以上の高齢者

　【在宅】ひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯等（６５歳未満の家族との同居は原則不可）

年　　齢

暮 ら し

※利用申出日より概ね
　２・３か月以内を有効とする

※ただし，65歳以上の場合は，
事業対象者及び要支援・要介護認定者の
条件に該当しない場合とする。

対
象
者

①
②
③

④

医療機関

・居　 宅…居宅介護支援事業所

本人等
障がい福祉課

実績報告及び
請求書を市へ提出

利用者
（本人） 配

食
サ
ー

ビ
ス

包括・
居宅・
小規模

高齢者支援課
障がい福祉課

委託料
支払

支所保健福祉課

・包 　括…地域包括支援センター

支所保健福祉課
包括・居宅・小規模医療機関 包括・居宅・小規模

高齢者支援課

※高齢者支援課
等で決定

代行申請

申請
通知 事前連絡等

利用

サービス提供

１

２

２

３

３

４

通知 事前連絡等

利用

サービス提供


